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○佐賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則 

平成１８年６月３０日 

規則第４２号 

改正 平成１９年７月４日規則第３５号 

令和４年３月２８日規則第１９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平

成１８年佐賀市条例第２３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次項に定めるもののほか、条例の例による。 

２ この規則において、「基準時」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。

以下「法」という。）第３条第２項の規定により、条例第４条第１項、第６条第１

項又は第７条第１項の規定の適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規

定により引き続きそれらの規定（それらの規定が改正された場合においては、改正

前の規定を含むものとする。）の適用を受けない期間の始期をいう。 

（平１９規則３５・一部改正） 

（許可の申請等） 

第３条 条例第４条第２項、第９条第２項又は第１０条第１項の規定による許可（以

下「建築許可」という。）を受けようとする者は、許可申請書（様式第１号）の正

本及び副本にそれぞれ建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１条

の３第１項の表１の（い）項及び（ろ）項に掲げる図書その他市長が必要と認める

図書を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、建築許可をしたときは、許可通知書（様式第２号）に、許可申請書の副

本及びその添付図書を添えて、申請をした者に通知するものとする。 

（平１９規則３５・一部改正） 

（許可の変更） 

第４条 前条の規定は、建築許可を受けた内容の変更について準用する。この場合に

おいて、市長が適当と認めるときは、同条第１項に規定する図書の一部の提出を省

略させることができる。 

（許可の取消し） 
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第５条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものである

ときは、当該建築許可を取り消すことができる。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第６条 法第３条第２項の規定により条例第４条第１項の規定の適用を受けない建築

物について条例第９条第１項の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築につ

いては、次に定めるところによる。 

（１） 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又

は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、そ

れぞれ法第５２条第１項、第２項及び第７項並びに第５３条の規定に適合するこ

と。 

（２） 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の１．２倍を超え

ないこと。 

（３） 増築後の条例第４条第１項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分

の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の１．２倍を超えな

いこと。 

（４） 用途の変更を伴わないこと。 

（５） 住戸の数の制限を受ける建築物にあっては、増築後又は改築後の住戸の数

は、基準時における当該建築物の住戸の数又は工事の着手時における当該建築物

の住戸の制限数のうちいずれか多い方の数を超えないこと。 

２ 法第３条第２項の規定により条例第６条第１項又は第７条第１項の規定の適用を

受けない建築物について条例第９条第１項の規定により規則で定める範囲は、増築

及び改築については、増築及び改築に係る部分が工事の着手時における第６条第１

項又は第７条第１項の規定に適合する増築及び改築とする。 

３ 法第３条第２項の規定により条例第４条第１項の規定の適用を受けない建築物に

ついて条例第９条第１項の規定により規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規

模の模様替については、当該建築物の用途の変更を伴わないこれらの修繕又は模様

替のすべてとする。 

４ 法第３条第２項の規定により条例第６条第１項又は第７条第１項の規定の適用を

受けない建築物について条例第９条第１項の規定により規則で定める範囲は、大規

模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替のすべてとする。 

５ 条例第９条第２項に規定する規則で定める改築は、次のすべてを満たすものとす
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る。 

（１） 改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、改築後における

延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第５２条

第１項、第２項及び第７項並びに第５３条の規定に適合するもの。 

（２） 改築後における条例第７条第１項の規定に適合しない部分（以下「不適格

部分」という。）の高さ及び水平投影面積が、それぞれ基準時における不適格部

分の高さ及び水平投影面積を超えないもの。 

（平１９規則３５・一部改正） 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成１９年７月４日規則第３５号） 

この規則は、平成１９年７月４日から施行する。 

附 則（令和４年３月２８日規則第１９号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をし

て使用することができる。 
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様式第１号（第３条関係） 

（令４規則１９・一部改正） 

様式第２号（第３条関係） 

 


